
よくある質問 （「スマートホーム推進・創って減らす」機器設置補助金） 

日頃からお問い合わせの多い質問について、掲載しております。手続きを行う上での参考

にしてください。 

その他ご不明な点があれば、環境創造政策課（電話048-829-1324）までお問い合わ

せください。 

（１）補助金全般について 

No. 質 問 回 答 

1 既に工事を終えてしまいましたが、

今から補助制度を利用できますか。 

工事完了日が、平成２９年３月１６日（木）から平成３０

年３月１５日（木）までの期間内であれば、工事終了後の申

請も受け付けております。但し、受付期限は平成３０年１月

３１日（水）までとなります 

２ 中古品でも補助対象となりますか。 未使用品のみが、補助対象となります。 

３ 申請者は、さいたま市税に滞納があ

り、現在分割納付中ですが補助対象者

となりますか。 

本制度では、申請日時点でさいたま市税に滞納がないこと

が条件となりますので、分割納付中の申請者は補助対象者と

はなりません。 

４ 申請書類は、どこで入手できます

か。 

さいたま市役所環境創造政策課窓口（さいたま市浦和区常

盤6-4-4）で配布しているほか、各区役所情報公開コーナー

にもございます。 

また、ホームページからのダウンロードも可能です。 

http://www.city.saitama.jp/001/009/015/002/p017068.html

５ 家族が、市税を滞納していますが補

助金申請はできますか。 

申請者本人が、市税に滞納がないことを条件としておりま

す。申請者以外の方は含まれません。 

６ 国や県の補助制度と併用すること

は可能ですか。 

国や県の補助制度に特段の規定がなければ、補助金の併用

は可能です。 

７ いつまで補助金申請を、受付しても

らえるのでしょうか。 

平成29年度の受付期間は、平成29年4月24日から平

成30年1月31日までとなります。但し、予算がなくなり

次第、受付を終了します。 

８ 予算がなくなった場合、追加募集は

ありますか。 

予算がなくなり次第終了となります。 

追加募集はありません。 

９  法人名義で省エネ対策の契約書を

交わしましたが、対象になりますか。

 申請者（個人）が、省エネ対策の契約書を交わしているも

のが対象となります。 

（管理組合による高遮熱塗装の申請を除きます。） 

10 給湯器（エコジョーズ）は、補助対

象となりますか。 

給湯器（エコジョーズ）は、補助対象となりません。 

ガスエンジン給湯器（エコウィル）、家庭用燃料電池（エネフ

ァーム）を補助対象としております。 

11 給湯器（エコキュート）は、補助対

象となりますか。 

給湯器（エコキュート）は、補助対象となりません。 

ガスエンジン給湯器（エコウィル）、家庭用燃料電池（エネフ

ァーム）を補助対象としております。 

12 リース契約は、補助金の対象となり

ますか。 

 リース契約は、補助金の対象となりません。必ず代金を支

払い、申請者に所有権があるものが対象となります。 
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（2）建物について 

１ 共有名義の住宅に、省エネ対策を実施

する場合、同意書は必要ですか。 

同意書は必要ありませんが、必ず共有者から省エネ対策

を実施することへの同意を得てください。なお、設置に関

するトラブルについて、市は一切関与しません。 

2 店舗併用住宅ですが、補助金を申請で

きますか。 

おもに、住宅として使用するものであれば、店舗併用住

宅でも申請できます。但し、法人名での申請は、できませ

ん。 

3 住宅でなく、事務所として使用してい

る建物に省エネ対策を実施するのです

が、補助対象となりますか。 

この補助金は、住宅向けの補助制度となりますので、事

務所は補助対象となりません。 

４ 省エネ対策設備が設置された建売住宅

を購入したのですが、補助金は申請でき

ますか。 

対象設備未使用証明書（様式1号の３）を添付すること

で、補助対象となります。但し、新築住宅に限ります。 

※対象設備未使用証明書（様式１号の３）は、設備付き

の建売住宅を購入する場合のみ添付が必要です 

5 建売住宅に、追加で省エネ対策を実施

したのですが、新築・既築どちらになり

ますか。なお、省エネ対策を実施時には、

居住しておりません。 

 建売住宅が、一度も居住の用に供していないのであれば

新築となります。 

6 申請者は、単身赴任であり、家族が省

エネ対策を実施する建物に住んでおりま

す。申請者名義の住宅ですが、補助金を

申請できますか。 

自らが居住する住宅に省エネ対策を実施する場合を対

象としていますので、申請者が居住していることが条件と

なります。 

7 市外の住宅に、省エネ対策を実施しま

すが、補助金は申請できますか。 

市外の住宅は、補助金の対象としておりません。 

8 申請者は居住していないが、所有する

住宅に省エネ対策を実施する場合、補助

対象となりますか。 

申請者が居住していない住宅は、補助対象となりませ

ん。 

9 他人名義の住宅に居住していますが、

省エネ対策を実施する場合、補助対象と

なりますか。 

他人名義の住宅でも申請できます。但し、所有者から省

エネ対策を実施することへの同意を得てください。

10 高遮熱塗装を、屋根と外壁に施工する

予定ですが、補助金は申請できますか。

高遮熱塗装は、既築住宅の屋根又は屋上に行うものを補

助対象としております。下屋根も含まれますが、外壁は補

助対象外となります。

11 未登記の住宅なので、登記事項証明書

の添付ができません。どうすればよいで

すか。 

未登記の住宅の場合は、評価証明書または公租証明書

（いずれも平成２９年度）の添付をお願いします。各区役

所課税課窓口で取得できます。 

12 登記事項証明書は、土地と家屋の両方

が必要ですか。 

建物の登記事項証明書のみが必要です。 

※証明書の日付が、申請日から１年以内のもの 
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（3）申請書・実績報告書について

1 既に、省エネ対策の工事を終えてい

ますが、「交付申請書」と「実績報告

書」を、同時に提出してもよいですか。

同時に提出はできません。必ず「交付申請書」提出後、

交付決定通知書が届いてから「実績報告書」を提出してく

ださい。 

2 補助金の振込先は、本人以外の口座

を指定できますか。 

振込口座は、申請者本人名義の口座に限ります。 

３ 申請書を提出したいのですが、区役

所でも受付できますか。 

区役所では受付できません。さいたま市役所環境創造政

策課窓口（さいたま市浦和区常盤6-4-4）で受付しており

ます。 

４ 申請者本人でなくても、申請書を受

付してもらえますか。 

申請者本人でなくても、本人から依頼された方（ご家族

や事業者）であれば代行して受付はできます。しかし、申

請行為は本人に帰属するものなので、書類の修正等はでき

ませんのでご注意ください。また、交付決定通知等書類は、

申請者本人宛に送付します。 

５ 仕事の都合で、平日市役所にいけな

いのですが、郵送でも受け付けてもら

えますか。

郵送でも受付しております。ただし、簡易書留など市役

所に到達した事実がわかる方法で送付してください。

６ 郵送で送る場合、当日消印の日付で

受付してもらえますか。

さいたま市役所環境創造政策課窓口（さいたま市浦和区

常盤6-4-4）に到達した日付で受付をします。

７ 申請書の受付の後、受理されたか否

か確認する方法はありますか。

補助金交付決定通知書または、補助金不交付決定通知書

を、申請者本人宛てに郵送しますのでご確認ください。 

恐れ入りますが、事業者からの問い合わせはご遠慮いた

だいております。

８ 未だ事業者と省エネ対策に係る契

約書を交わしていませんが、申請はで

きますか。 

省エネ対策に係る契約書（写し）は、申請書の添付書類

として必須となります。 

９ 交付決定通知書が届きましたが、補

助金の振込はいつですか。 

交付決定通知書が届いたら、次に実績報告書の提出が必

要です。申請手続きを事業者の方に代行した場合は、お手

数ですが事業者の方に連絡してください。 

10 申請書類に不足等があった場合は、

どうなりますか。 

申請者本人、又は代行申請者の方に、後日連絡しますの

で、すみやかに不足書類の提出をお願いします。 

11 申請書類の誤字訂正に、修正液を用

いても良いですか。 

修正液は、使用できません。訂正箇所に二重線を引いた

後、同一の印鑑で訂正印を押印してください。 

12 消せるボールペン（フリクションペ

ン）で書類を記載したが、受付しても

らえるか 

消せるボールペン（フリクションペン）では受付できま

せん。黒または青のボールペンで記載ください。 
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（４）領収書について 

1 クレジット払いなので、領収書の添

付ができません。 

申請者が、省エネ対策に係る費用全額を支払ったこと

を確認しております。代理受領証明書などの確認書類を

提出してもらう必要があります。事業者の方から、確認

書類の発行を依頼してください。 

2 太陽光発電設備に係る単独の領収書

はありません。ほかの工事と合算され

た領収書を提出できますか。 

他の工事と合算された領収書のほかに、領収書内訳書

の添付をお願いします。または、領収書の但し書きとし

て、「太陽光発電設備に係る工事代金●●●万円を含む」

等と記載してください。 

3 領収書の宛名が、連名となっていま

す。このままで良いですか。 

申請者が、省エネ対策に係る費用全額を支払ったこと

を確認しております。領収書の但し書きとして、「太陽光

発電設備に係る工事代金●●●万円は、○○○○様から

領収しております」等と記載してください。 

４ 領収書の宛名が、苗字のみとなって

います。このままで良いですか。 

申請者のフルネームが記載された領収書の提出をお願

いします。 

５ 工事代金は、分割払いとなっており、

全額支払っておりません。一部代金の

領収書で提出できますか。 

申請者が、省エネ対策に係る費用全額を支払ったこと

を確認しております。一部代金では、受け付けられませ

ん。 

（５）計画変更（中止）申請書について 

1 太陽光発電のパネル枚数を変更するこ

とになったので、計画変更申請書のほか、

どんな書類が必要ですか。 

計画変更がわかる工事変更契約書、見積書、パネル

のレイアウト図を計画変更申請書に添付してくださ

い。 

2 太陽光発電の交付決定を受けています

が、追加でＨＥＭＳ機器を設置するので、

計画変更を申請してもよいですか。 

省エネ対策の追加および補助金交付額を増額する

ことはできません。追加で省エネ対策を実施する場

合、新たな申請書を提出してください。 

３ 実績報告書の提出期限までに、工事完了

できなくなりましたがどうすればよいか。

すみやかに、補助金交付変更（中止）承認申請書に、

理由を記載して提出してください。 
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（６）納税証明書について 

１ 納税証明書は、どこで取得できますか。 窓口で請求する場合、区役所の課税課・支所・市民

の窓口となります。本人確認書類のほか、1通につき

300円の手数料がかかります。 

２ 納税証明書を、本人以外が取得する場

合、委任状が必要ですか。 

同居の親族に限り、委任状は不要です。それ以外の

方は、委任状が必要です。 

また、代理人の本人確認書類も必要となります。 

３ 支所・市民の窓口で納税証明書を取得で

きますか。  

支所・市民の窓口で納税証明書を取得できます。取

扱い時間については、直接ご確認ください。 

４ 現在無職で収入がありませんが、市民税

の納税証明書がないと、補助金申請できま

せんか。 

さいたま市から課税されていなければ、納税証明書

は不要です。お手数ですが、付箋などにその旨の記載

をお願いします。 

５ 申請日時点で、さいたま市外に在住して

おり、さいたま市以外から課税されていま

した。納税証明書の添付は必要ですか。 

さいたま市で課税されていなければ、納税証明書は

不要です。お手数ですが、付箋などにその旨の記載を

お願いします。 

６ 平成２８年の市民税は非課税ですが、そ

の場合は固定資産税の納税証明書が必要

になりますか。 

平成29年度の補助金申請書類には市民税の納税証

明書のみが必要書類となります。 

固定資産税の納税証明書は不要です。 

（７）その他 

1 太陽光発電設備の工事完了日はいつに

なりますか。 

電力会社との連系工事が終了した日をもって、工事

完了日としております。 

※購入電力量のお知らせにある買取起算日 

2 太陽光発電設備の商品型式は、何を記載

すれば良いですか。 

太陽電池モジュールの型番を記載してください。複

数種類あれば、すべて記載してください。 

３ 太陽光パネルの設置状況を示すカラー

写真で 1 枚の写真に全てのパネルを写す

ことができない場合は、どうすれば良いで

すか。 

 太陽光パネルの設置状況を示すカラー写真は複数枚

に分けて撮影してください。 

４ 専用のウェブサイト「購入実績お知らせ

サービス」が利用できない場合、「電力受

給契約申込書（お客様控え）」で提出でき

ますか。 

工事完了後、平成３０年３月１５日までに「購入実

績お知らせサービス」が利用できない場合に限り、「電

力受給契約申込書（お客様控え）」で提出できます。 

但し、記載内容に誤りや未記入がある場合は、受け

付けられませんのでご注意ください。 

５ 専用のウェブサイト「購入実績のお知ら

せサービス」を利用しているため、紙の「購

入電力量のお知らせ」を提出できません。

 「購入実績お知らせサービス」をご利用の方は、発

電者情報及び発電設備情報が確認できる画面をプリン

トアウトして提出してください。 

 プリンターがない場合は、画面の写真（発電者情報

及び発電設備情報が読み取れるもの）でも可 
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６ 平成28・２９年度ネット・ゼロ・エネ

ルギー・ハウス支援事業（ZEH）を申請

していますが、補助額（国）に含めますか。

左記支援事業は、住宅１棟に対しての補助制度とな

っているので、補助額（国)に含めないでください。 

７ 蓄電容量1kWhあたり2.5万円とあり

ますが、1.4kWh の場合、小数点以下は

切り捨てて計算しますか。 

蓄電容量は、小数点以下を切り捨てずに計算してく

ださい。1.4kWhの場合35,000円です。 

（25,000×1.4＝35,000円） 

８ 塗装面積1㎡あたり400円とあります

が、71.5㎡の場合、小数点以下は切り捨

てて計算しますか。 

塗装面積は、小数点以下を切り捨てずに計算してく

ださい。なお、補助金額は千円未満切り捨てとなりま

す。71.5㎡の場合、28,000円です。 

（400円×71.5＝28,600≒28,000円） 


